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独立行政法人種苗管理センター中期目標

平成２３年３月２日

独立行政法人種苗管理センター（以下「センター」という ）は、種苗に関する総合的。

な業務を行う我が国唯一の機関として、農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、農作物

の種苗の検査並びにばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を主要

な業務とし、併せてこれらに関する調査及び研究、植物遺伝資源の保存等を行うことによ

り、食料の安定供給や我が国農林水産業の発展のための重要な役割を担っているところで

ある。

種苗を取り巻く状況をみると、平成２２年に開催された生物多様性条約第１０回締約国

会議（ＣＯＰ１０）において、遺伝資源へのアクセスと利益配分（ＡＢＳ）に関する名古

屋議定書等が採択され、植物新品種の開発に欠かせない遺伝資源の重要性が世界的に注目

されている。

また、知的財産の面をみると、不法に海外に持ち出された新品種が農産物又はその加工

品として逆輸入されるなど、新品種の権利の侵害によって、産地に重大な影響を及ぼすお

それが生じており、新品種を核とした農業生産を支援するためには、育成者権の侵害対策

が重要となっている。

平成２２年１２月に成立した「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 （平成２２年法律第６７号）では、同法」

の認定を受けた事業に対し、新品種の品種登録に要する出願料の減免等の特例措置が設け

られており、今後、新品種育成の活性化や新品種を地域特産物として活用する活動が期待

される。

このように種苗に関する施策の重要性が高まっており、センターが専門機関としてその

役割を十分に果たすべく、中期目標を定め、その達成に向けて重点的かつ効率的な業務運

営に取り組むよう指示するものとする。

第１ 中期目標の期間

センターの中期目標の期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日まで

の５年間とする。

第２ 業務運営の効率化に関する事項

１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

栽培試験については 「新たな農林水産省知的財産戦略 （平成２２年３月１日農林、 」

水産省公表）において、保護強化が重要とされている植物新品種について、国がその

育成者に育成者権を付与するため 「種苗法 （平成１０年法律第８３号）に基づき実、 」

施するものであるが、同戦略の推進策として、品種登録の申請者が権利を取得し易く

するために審査を迅速化することや、問題化している育成者権の侵害への対策を行う
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ため、民間等への栽培試験の委託も活用しつつ、業務の強化を図り、重点的に実施す

るものとする。

（１ 「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した栽培試験の国際調和、迅速化等）

ア 品種登録審査の国際標準化・迅速化に資するため、栽培試験業務に関係する

国際機関であるＵＰＯＶ（植物新品種保護国際同盟）が開催する会議に職員を

派遣するとともに、海外の栽培試験実施機関との栽培試験方法や評価手法につ

いての調和を図り、我が国と海外との栽培試験結果の相互使用を推進する。

イ 栽培試験結果の報告期限の短縮を図り、栽培試験終了後、平均して８０日以

内に農林水産省に報告する。

ウ 栽培試験の実施に当たって、農場の選択及び対照品種の選定等を的確かつ迅

速に行うことにより、一層の合理化を図る。

エ 一部の植物種類において実施している栽培試験の民間委託について、その拡

大を図るため、公募案件数の拡大に努める。

オ 栽培試験の結果について、電子媒体での検定・報告を推進し、審査等に係る

コストについて一層の効率化を図る。

（２）効率的な育成者権の侵害対策及び活用促進

ア 登録品種の育成者権侵害等に対して、品種保護対策役の柔軟な配置等による

効率的な運営体制の下で、機動的な全国対応を行う。

イ 品種保護Ｇメンの海外への派遣については、制度未整備国における啓発に十

分効果が見込まれる対象に限定するとともに、十分効果が発揮できる方法によ

り行う。

２ 農作物（飼料作物を除く ）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等。

農作物の種苗の検査は、種苗法に基づき流通段階の種苗の表示や品質の検査を実

施するものであるが、種苗に農薬を使用する場合の表示義務の強化に対応するとと

もに、国際的な種子流通の活性化に伴う種子伝染性病害の拡大を防止するため、業

務の重点化を図りつつ、その監視を強化する。

（１）種苗検査の集約化

本所、北海道中央農場及び西日本農場の３か所で実施している種苗検査業務の

うち、実験室における品質検査（発芽検査、純潔種子検査及び病害検査）を全て

本所へ集約化し、北海道中央農場及び西日本農場については、配置人員の適正化

を図る。

（２）検査手数料の見直し

種苗業者等からの依頼に基づく種苗検査については、管理費も含めて検査コス

トに見合った料金を徴収するように手数料を見直す。

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

ばれいしょ及びさとうきびは、畑作振興上の重要な基幹作物である一方、増殖率

が低く、病害虫に極めて弱いため、種苗生産については、原原種（センター 、原種）

（道県）及び採種（農協）の３段階増殖体系を基本とする。
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原原種については、センターが道県の需要量に即した健全無病な種苗を確実に生

産し、配布するものとする。

（１）原原種生産の効率化

ア 「食料・農業・農村基本計画 （平成２２年３月３０日閣議決定）に即し、道」

県の需要に対応した健全無病な種苗の供給を前提に、品質・生産力の向上、省

力化及びコストの低減を図り、効率的な原原種の生産を行う。

イ ばれいしょ原原種について、民間におけるマイクロチューバー等の器内増殖

技術を用いた原原種生産の定着状況等を踏まえつつ、民間等への部分的な移行

を引き続き行う。

（２）ばれいしょ原原種配布価格の見直しと余剰種苗等の販売量の増加

ア ばれいしょ原原種について、関係都道府県や生産団体と協議しつつ、一般栽

培農家の経営に大きな影響を与えることなく、その配布価格を引き上げること

により、自己収入の拡大を図る。

イ 余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗の一般種いも等としての販売量の増加

について、引き続き関係機関と協議し、自己収入の拡大を図る。

４ １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

（１）調査研究成果目標の明確化

調査研究業務は、業務の改善のために、技術の改良や試験研究機関で開発され

た成果の導入・実用化を行うことを主眼としていることから 「重点調査研究課題、

の５年後の主要な技術開発目標」において、期待される業務の改善に係る具体的

な成果目標を明らかにするものとする。

（２）調査研究課題の重点化

調査研究の対象について、候補から選択を要する案件については、センターが

設置している調査研究評価委員会（外部有識者で構成）により、事前・期中・完

、 、了後の評価を行い 評価結果を事業の選定・実施に適切に反映させることにより

事業の重点化及び透明性の確保に努める。

（３）試験研究機関との連携と外部資金の活用

調査研究を進めるに当たっては、試験研究機関等と情報交換・共同研究を行う

など密接な連携を図るとともに、外部資金の積極的な活用を図る。

（４）知的財産権の管理

特許権については、特許権を保有する目的を明確にした上で、当該目的を踏ま

え、登録・保有コストを勘案しつつ、特許収入の確保等について検討する。

５ 業務運営一般の効率化

（１）効率化目標の設定

、 、運営費交付金を充当して行う事業については 業務の見直し及び効率化を進め

一般管理費（人件費を除く ）については、毎年度平均で少なくとも対前年度比３。

％の抑制、業務経費については、毎年度平均で少なくとも対前年度比１％の抑制

をすることを目標に、削減する。
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なお、一般管理費については、経費節減の余地がないか自己評価を厳格に行っ

た上で、適切な見直しを行うものとする。

（２）人件費の適正化等

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員

給与の在り方について厳しく検証した上で、目標水準・目標期限を設定し、その

適正化に取り組むとともに、検証結果や取組状況を公表するものとする。

総人件費についても 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に、

関する法律 （平成１８年法律第４７号）に基づく平成１８年度から５年間で５％」

以上を基本とする削減等の人件費に係る取組を平成２３年度も引き続き着実に実

施するとともに 「公務員の給与改定に関する取扱いについて （平成２２年１１、 」

月１日閣議決定）に基づき、政府における総人件費削減の取組を踏まえるととも

に、今後進められる独立行政法人制度の抜本見直しの一環として、厳しく見直す

こととする。

なお、一般職員等については、役員と同様に業務実績評価を報酬に反映する等

といった、新たな評価制度の円滑な運用を図る。

（３）契約の点検・見直し

ア 契約については、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成

２１年１１月１７日閣議決定）に基づく取組を着実に実施することにより、契

約の適正化を推進し、業務運営の効率化を図る。

また、密接な関係にあると考えられる法人との契約に当たっては、一層の透

明性の確保を追求し、情報提供の在り方を検討する。

、イ 余剰ばれいしょ原原種及び規格外種苗をでん粉原料用として販売する際には

一般競争入札を導入するなど、契約方法を見直す。

（４）保有資産の見直し等

毎年度、土地・建物等資産の利用度及び将来の使用見込みについて調査し、経

済合理性の観点に沿って、その保有の必要性について検討を行い、支障のない限

り、国への返納等を行う。

（５）内部統制の充実・強化等

ア 適切な業務の遂行の支障となる問題を解決するため、リスク管理委員会を設

置し、円滑な運営を図る。

イ 「第２次情報セキュリティ基本計画」等の政府の方針を踏まえ、適切な情報

セキュリティ対策を推進する。

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

１ 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験等

（１ 「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した栽培試験の実施体制の強化等）

ア 栽培試験については、全出願品種を対象とすることを原則としつつ、効率的に

実施するものとし、出願動向を踏まえ、栽培試験実施体制の強化を図る（中期目

標終了年度の実施点数は、前年度出願点数（特性審査のうち資料調査によるもの

を除く ）の７０％以上 。。 ）
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イ 栽培試験対象植物の種類を拡大（中期目標期間中に５０種類）するとともに、

植物の種類別の栽培・特性調査マニュアル（中期目標期間中に５０種類）及び必

要に応じた特殊検定マニュアルの作成等により栽培試験品質の確保・向上を図

る。

ウ 栽培試験のリファレンスコレクションとして既に収集・保存している品種につ

いて、育種の方向や出願品種の動向等を踏まえつつ整理を行い、対照品種として

迅速に供試できる保存体制を整備し、中期目標期間中に新たに１,５００点を拡

大する。

（ ）エ 新規植物の種類別審査基準案の作成件数の拡大 中期目標期間中６０種類程度

を図る。

オ 出願者から送付された出願品種の種子及び種菌の確実な保存を図る。

カ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、栽培試験担当者の業務運営能

力の向上を図る。

キ 栽培試験により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２ 「新たな農林水産省知的財産戦略」に即した育成者権の侵害対策及び活用促進と）

水際取締制度の強化に向けた連携

ア 育成者権の侵害及び活用に関する情報の収集及び分析を行い、育成者権者、公

的機関その他育成者権の関係者（以下「育成者権者等」という ）に対して情報。

の提供を行う。

イ 植物に関する知的財産権制度が未整備の国に関する情報については、関係行政

機関で共有するとともに、特に水際対策を実施する税関に対し、定期的に情報提

供を行うなど、積極的な協力体制を構築する。

ウ 育成者権者等から育成者権の侵害及び活用に関する相談を受けて、対抗措置及

び活用方法に関する助言を行うとともに、６次産業化の促進に向け、地域資源を

活かした新たな産業の創出等を支援するため、品種の保護活用に関するアドバイ

スを行う。

エ 育成者権の侵害事実の判定

（ア）育成者による権利行使を支援するため、育成者権者等からの依頼に基づき、

育成者権を侵害した種苗等を判定するための品種の類似性に関する試験を実施

するとともに、調査研究成果等を踏まえ、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の

対象植物の拡大を図る。

（イ）育成者権者等からの依頼に基づき、育成者権の侵害の事実を証明・立証する

ための種苗、物品等を保管する。

（ウ 「育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続に係る農林水産大臣）

の意見聴取に関する省令 （平成１８年農林水産省令第４号）に基づき、農林」

水産省から育成者権侵害物品に係る資料の鑑定の嘱託があった場合には、迅速

かつ的確にＤＮＡ鑑定を実施し、速やかに鑑定結果を報告する。

（エ）ＤＮＡ分析による品種類似性試験を的確に実施するため、登録品種等の

ＤＮＡ情報のデータベース化を行う。

（３ 「東アジア植物品種保護フォーラム」の推進に向けた支援）
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、 、東アジア諸国における品種保護制度の整備に向け 日本のイニシアティブにより

ＡＳＥＡＮ＋日中韓の１３カ国により設立された「東アジア植物品種保護フォーラ

ム」の活動強化を支援するため、参加国等に対する栽培試験技術の付与や品種保護

関係の人材育成に向け、積極的な協力を行う。

２ 農作物（飼料作物を除く ）の種苗の検査、指定種苗の集取、立入検査等。

（１）国際的な種子流通の活性化に対応した流通段階の種苗の表示や品質の検査等の充

実

ア 指定種苗の表示検査（１５，０００点程度／年度）及び集取（３，０００点程

度／年度）を計画的かつ的確に実施する。

イ 「指定種苗の生産等に関する基準」（平成２０年７月３日農林水産省告示第

１７１３号）による検査において、国際的な種子流通の活性化に対応して、病害

検査の実施点数を増加させる。

「 」ウ 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

（平成１５年法律第９７号）第３２条の規定に基づき、同条第２項の農林水産大

臣の指示に従い、立入り、質問、検査及び収去を的確に実施する。

エ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、種苗検査担当者の業務運営能

力の向上を図る。

オ 種苗検査により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した依頼検査の実施

ア 検査依頼のあった日から、原則として５０日以内に検査結果の報告を行う。

イ 依頼者の意向を把握し、業務の質の向上を図るとともに、検査結果についてク

レームがあった場合には、適切に処理する。

ウ 国際的な種子流通の活性化、種苗業者におけるリスク管理の必要性の高まり等

に対応するため、依頼検査における検査項目の拡大を図る。

エ ＥＣ（現ＥＵ）との協議に基づくＥＵ向け輸出野菜種子の検査及びＯＥＣＤ品

種証明制度に基づくてんさい種子の検査を着実に実施する。

オ 種苗検査等の業務に関係する国際機関であるＩＳＴＡ（国際種子検査協会）等

が開催する会議に職員を派遣し、国際規格の策定に参画する。

３ ばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産、配布等

（１）需要に即した原原種の安定供給

ア 「食料・農業・農村基本計画」に即し、道県の需要量に対応した原原種の供給

量を安定的に確保（需要量のほぼ１００％を確保できる生産配布計画の作成）す

る。その方策として、同一品種を複数農場で栽培すること等により、台風や冷害

等の気象変動や病虫害の発生等のリスク分散を行う。

イ 新たな病害の発生等に対応し、原原種の無病性（病害罹病率０.１％未満）と

（ 、 ） 。品質 ばれいしょ萌芽率９０％以上 さとうきび発芽率８０％以上 を確保する

ウ ばれいしょ原原種の培養系母本を基にした急速増殖技術を活用した生産体系に

おいて、培養変異のチェックを強化し、品種の純粋性の維持を図る。
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エ 「食料・農業・農村基本計画」の生産数量目標の「克服すべき課題」として掲

げられている、生食、加工食品用、でん粉原料等の用途に応じた原料ばれいしょ

の安定供給体制の構築や、加工食品用途（フライドポテト等）への供給拡大に対

応するため、第２期中期計画で導入した急速増殖によるミニチューバーを用いた

原原種生産体系の拡大による新品種等の原原種の供給期間の短縮を図る。

オ 原原種の配布申請時から配布開始までを次の期間内に行う。

（ア）ばれいしょ：１.５か月

（イ）さとうきび：２か月

カ 原原種の配布先である道県の意向を把握し、業務の質の向上を図るとともに、

クレームがあった場合には、適切に処理する。その際、顧客満足度を５段階評価

で数値化し、４以上を目標とする。

キ 「食料・農業・農村基本計画」に即し、不測時においてばれいしょへの転換等

により食糧の増産が図られるよう、種苗の緊急増殖等のための支援体制を確保す

る。

ク ばれいしょ及びさとうきびに係る試験研究を行う試験研究機関等に対し、技術

の提供及び健全無病種苗の配布を行うとともに、試験研究機関等と連携し、母本

の早期無毒化等により、新品種の開発・普及を支援する。

ケ 実需者のニーズに対応し、小粒種いもを供給するとともに、大型コンテナ等に

よる省力的な配布を行う。

コ 先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、原原種の生産担当者の業務運

営能力の向上を図る。

サ 原原種の生産及び配布により得られた情報及び知見を農林水産省に提供する。

（２）輪作ほ場等を活用した種苗生産

ア 「農林水産省防災業務計画」に基づく災害対策用種子として、作付面積の多い

品種を主体に、そばの生産及び予備貯蔵（予備貯蔵量１５トン／年度（過去１０

年間の最大需要量 ）を行う。）

イ 公的機関等からの要請に応じて、早期普及が必要な畑作物等の調査研究用種苗

等を生産し、配布する。

４ １～３の業務に係る技術に関する調査及び研究

（１ 「新たな農林水産省知的財産戦略」に即したＤＮＡ品種識別技術の開発）

ア 育成者権の保護強化を図り、海外での権利侵害の事実の確認や適切かつ迅速な

水際取締りを可能とするため、ＤＮＡ分析による品種類似性試験の対象植物の拡

大のための技術開発を行うとともに、実用化段階にあるＤＮＡ品種識別技術のセ

ンター内での妥当性確認を行う。

イ 農産物の加工品におけるＤＮＡ品種識別技術の実用化を行う。

（２）国際的な種子流通の活性化に対応した種子伝染性病害の検査技術の確立

種子伝染性病害に対するニーズを踏まえ、重要な種子伝染性病害の検査法を確立

する。

（３）コスト低減と品質の向上のための原原種生産技術の開発
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ア 種苗生産のコスト低減に係る技術を開発する。

イ 最近国内で発生が確認された重要病害の検定手法を実用化するとともに、既存

の病害検定手法の高度化を図る。

（４）調査研究能力の向上

先進的な技術・知識等の導入に努めるとともに、調査研究実施者の調査研究能力

の向上を図る。

５ 種苗に係る情報の収集、整理及び提供並びに技術指導

（１）栽培試験に係る情報の収集及び整理を行い、品種登録出願者への情報提供の充実

を図る。

（２）農山漁村の６次産業化を推進する観点から、センターが保有するリファレンスコ

レクション等について、必要な情報の提供を行う。

（３）種苗業者に対し、技術講習会の開催等により、技術指導を行う。

（４）ばれいしょ、さとうきび種苗生産者等に対する技術情報の提供を行う。

（５）調査研究成果について、専門誌、ホームページ等での情報提供を行う。

（６）外国からの専門家派遣要請に基づき、職員を当該国へ派遣し、技術指導を行う。

また、海外研修員の受入れ及び研修を実施する。

６ 農作物に関する技術上の試験及び研究の素材となる植物の保存及び増殖

（１）ジーンバンク事業の的確な実施

独立行政法人農業生物資源研究所が実施するジーンバンク事業の計画に沿って、

栄養体植物遺伝資源の保存等を担当するサブバンクとして、植物遺伝資源の保存、

再増殖及び特性評価を行う。

（２）生物多様性条約第１０回締約国会議に関連する取組

生物多様性条約第１０回締約国会議において議決された名古屋議定書は、遺伝資

源の利用により生じる利益の公正かつ衡平な配分や持続可能な利用を実現すること

を目的としており、今後、議定書の内容の円滑な推進に向け、センターが有する遺

伝資源植物の保存・増殖技術や、品種特性分析手法について、その活用を図ること

とし、遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する会議等に職員を派遣する。

第４ 財務内容の改善に関する事項

適切な業務運営を行うことにより、収支の均衡を図る。


